
不動産鑑定士不動産鑑定士とは？とは？ 試験試験のの流れ流れは？は？

最短最短ルートで合格を目指すならルートで合格を目指すならアガルートアガルート！！
不動産鑑定士不動産鑑定士のやりがいのやりがい

資格がなければできない独占業務に携われることは、不動産鑑定士として働くメリットのひとつです。

「不動産の鑑定評価」は不動産鑑定士の独占業務であり、不動産鑑定士の資格を持っていない人が鑑

定業務を行うと、罰則が科せられます。また、不動産鑑定士試験は非常に難易度が高く、登録を行う

までのハードルが高いため、資格保有者の人数が少ないことでも知られています。

少数の人しか行えない独占的な業務に携われるため、やりがいを感じられるでしょう。

5月2月 名
簿
登
録
・
入
会

例年2月上旬~例年2月上旬~ 8月

合
格

約約5%

最終最終
合格率合格率はは

・不動産に関する行政法規
・不動産の鑑定評価に関する理論

短答式
試験

受験
申し込み

・インターネットまたは郵送
・受験料12,800円（例年）

宅建士試験の
合格率15～17％
と比べると難関！

・3日間に分けて実施
・1日あたり2回の試験

論文式
試験

2年以上の実務経験

事務指定講習の修了

or

不動産鑑定士、宅地建物
取引士、中小企業診断士、
行政書士、他多数資格取得

阿部 美幸阿部 美幸講師講師

2 3

不動産の価値を評価する専門家
主な仕事内容は、不動産の価値を評価する鑑定業務です。これには、土

地や建物、権利（例えば賃貸借権や地上権）などの不動産の価値を評価す
ることが含まれます。この評価は、不動産の売買、賃貸、担保設定、税務評
価、会計処理など、様々な場面で必要とされます。具体的には、不動産の
位置、形状、面積、利用可能性、周辺環境、市場の動向などを考慮に入れて、
その価値を評価します。また、法律や経済の知識も必要とされ、不動産に
関する法律問題の解決や、不動産投資のアドバイスなども行います。不動
産鑑定士は、公正な評価を行うための専門家として、その意見が高く信頼
されます。そのため、不動産鑑定士の評価は、不動産取引における重要な
基準となり、不動産市場の透明性と公正性を保つ役割を果たしています。

不動産鑑定士試験には、受験資格がありません。受験手数料を支払えば、誰でも受験できます。不動産鑑定士試験における短答式試験の実施日
は例年5月中旬であるのに対し、論文式試験は、例年8月に実施されます。また、短答式試験は全国10都道府県で実施されますが、論文式試験の受験
地は、東京・大阪・福岡のみです。論文式試験は、短答式試験に比べて受験地の選択肢が限られているため、遠方にお住まいの方は、事前に交通手段
や宿泊地などの確保を行いましょう。

スケジュール

こんな方におすすめ

　不動産の鑑定評価を行う際は、一定のルールに加え、自分
なりの解釈が求められます。また、説得力のある結論を導き
出すためには、客観的な事実に基づく分析力や、論理的な思
考力が不可欠です。筋道を立てて、自分の考えを論理的に整
理できる人は、不動産鑑定士としての適性を備えていると言
えるでしょう。社会的な影響力が高いため、責任感をもって
取り組む必要があります。宅建士試験での学習範囲と重なる
法律も多く、ダブルライセンスにもおすすめです。

論理的思考力がある人
判断力がある人
責任感がある人
宅建士からのステップアップにも

不動産
鑑定評価

業務
コンサル

ティング業務

不動産鑑定士試験合格

公的評価

民間評価

実務修習（1年及び2年コースから選択）

勤務 独立開業

　不動産鑑定士としてのキャリアは、まず勤務鑑定士としてスタートする
ことが一般的です。勤務鑑定士は、企業や公的機関で不動産の鑑定評価業
務を行いながら、実務経験を積んでいきます。この段階で得られる経験や
スキルは、将来的に独立を目指す際に非常に重要です。独立以外にも多様
なキャリアパスが広がっています。不動産や金融業界でのコンサルティン
グ業務、公的機関での評価業務など、さまざまな働き方があります。また、
大手企業でのキャリアアップを目指すことも可能で、役職が上がるにつれ、
年収が向上する可能性も高まります。

不動産鑑定士の働き方

　不動産鑑定士試験は非常に難易度が高いとされています。そのため、まずは試験
の全体像を把握し、適切な対策をとることが重要です。アガルートの講義では本試験
合格者である講師が全ての教材作成と講義を一貫して行うことで、合格者だからこそ
わかる、合格に必要なバランスを保った講座を提供することができます。このたび、
最適な順序でメリハリをつけて学習できるよう構成した「カリキュラム」が誕生しました！
必要十分な内容が凝縮されているので効率よく学習でき、最短ルートでの合格を狙う
ことが可能です！

　短答式試験（1次試験）の試験の問題は、択一式（マークシート方式）で出題されます。出題数は、1科目あたり40問です。200点満点で科目ごと
の配点は、1科目あたり100点です。試験時間は、1科目あたり120分です。短答式試験の合格基準は、約7割です。ただし、合格点は土地鑑定委員
会によって決定されるため、実施回によって異なります。論文式試験（2次試験）の試験科目は民法、経済学、会計学、不動産の鑑定評価に関する
理論です。論文式試験の問題は、「不動産の鑑定評価に関する理論」の演習問題が1問、それ以外の試験において各2問ずつ出題されます。600点
満点で各試験100点です。試験時間は、1回あたり120分です。論文式試験は3日間に分けて実施され、1日あたり2回の試験が行われます。論文
式試験の合格基準は、約6割です。短答式試験と同様に、論文式試験の合格点も土地鑑定委員会によって決定されます。また、論文式試験におい
ても、科目ごとに一定以上の得点が必要です。

試験科目

ココココに
注目！

合格するために必要な勉強時間の目安
は最低2,800時間と言われています。

2,800÷365=
約7.7時間

試験1年前から試験1年前から
合格を目指す場合合格を目指す場合 1日あたりの

学習時間目安

試験科目 短答式 計 2 科目 ( 配点 ) 論文式 計４科目（配点）

不動産に関する行政法規 40 問（100 点） ー

不動産の鑑定評価に関する理論 40 問（100 点） ４問（200 点）
演習問題１問（100 点）

民法 ー 2 問（100 点）
経済学 ー 2 問（100 点）
会計学 ー 2 問（100 点）

合計 80 問（200 点） 11 問（600 点）

不動産の有効利用の提案

まちづくりにおける地域分析

CRE戦略（企業保有不動産の有効活用提案）

一例



なぜアガルートでは
徹底解説

最短合格をうたうアガルート。ではなぜアガルートでは
最短合格を目指せるのか。その理由を解説します。

P6-13 P14-17

P18-25

最短合格を  目指せるのか？

・使いやすいマイページ
・スマホアプリも誕生！
・教材も質問も添削も！オンラインで完結！
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合 格

1 2

3

最強のカリキュラム 充実のフォロー体制

最適な学習環境



試 験 ま で あ と 1 年試 験 ま で あ と 1 年2025

カリキュラム全体像

短
答
式
試
験
対
策

4月 10月

2026年合格目標 価格表

合 格 目 標 の 年合 格 目 標 の 年 5月

短答式試験短答式試験

8月

論文式試験論文式試験

論
文
式
対
策

このカリキュラムは初めて不動産鑑定士試験の学習をスタートする
方が最短で合格するためのカリキュラムです。2026年試験対応。
※講義視聴期限2026年8月末まで。

HPはコチラHPはコチラ

▼総合講義より

大手資格予備校において、公務員試験を始めとした多様な講座の受験指導を担当
してきた阿部講師。難解な専門用語を、イメージがしやすい具体例を用いて説明
することで、講座受講後に疑問が生じないことを意識した講義を行っています。

2026
試験の年試験の年

不動産鑑定士試験の学習が初めての方

基礎から学習をやり直したい受験経験者の方

論証集を用いて効率的な学習がしたい方

大量の答案練習を消化していく勉強方法に不安を感じている方

こんな方にオススメ

26 27

本試験で必ず正答したい難易度の問題演習を通じて、高得点が狙
える答案の書き方をレクチャーする講座です。鑑定理論（演習）
は過去問題、その他の科目はオリジナル問題を扱います。

入門総合カリキュラムは知識のインプット講義を●年ほどかけてじっくり

行い、受験する年の1月ごろから問題演習を行うという立て付けのカリキュ

ラムです。初めて学習する方がとっつきにくい法律学習も講師が図解しな

がらわかりやすく解説するので安心して合格を目指せます！

カリキュラム設計のポイントカリキュラム設計のポイント

アガルートの不動産鑑定士試験対策カリキュラムは徹底的な効率主義！

典型論点を高速でまわし、最少勉強量におさえながら時短・効率化を図

ります。オンライン学習×効率的なカリキュラム設計で、最短ルートでの

合格を狙います。

短答式試験・
論文式試験

対策カリキュラム

2026 年 合格目標

総合講義
いわゆるいわゆる授業授業

2025年4月～順次配信 不動産鑑定士試験合格のために必要な知識を一からインプットし、それをどのように
解答につなげるかを問題演習を通じてアウトプットするハイブリッド講座です。論文
式試験の各事例を分析し、合格に必要な論点ごとの考え方をお伝えします。

鑑定理論（演習）科
目

民法科
目

鑑定理論科
目

会計学科
目

行政法規科
目

経済学科
目

第 1 章 土地基本法 
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第1 章 土地基本法 

1 土地についての基本理念 

⑴ 土地基本法の目的 A 

⑵ 土地についての公共の福祉優先 A 
 土地は、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国民の諸活動に
とって不可欠の基盤であること、その利用及び管理が他の土地の利用及び管理と密接な関係を有
するものであること、その価値が主として人口及び産業の動向、土地の利用及び管理の動向、社
会資本の整備状況その他の社会的経済的条件により変動するものであること等、公共の利害に関
係する特性を有していることに鑑み、土地については、公共の福祉を優先させるものとする（２
条）。［27-1、28-1、29-1、R4-1］ 
 

参考過去問 

⑴ 
 土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確
保を図りつつ地価の緩やかな上昇を図るための土地対策を総合的に推進すること
が、土地基本法の目的の１つである（１条）。［23、24、25］ 

× 

⑵ 
 土地については、公共の利害に関係する特性を有していることに鑑み、公共の
福祉を優先させるものとされている（２条）。［20、23］ 

〇 

 
  

  

 

［土地基本法の目的］ 

 土地基本法は、土地についての基本理念を定め、並びに土地所有者等、国、地方公共団体、事業

者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基

本となる事項を定めることにより、土地が有する効用の十分な発揮、現在及び将来における地域の

良好な環境の確保並びに災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興に資する適正な土

地の利用及び管理並びにこれらを促進するための土地の取引の円滑化及び適正な地価の形成に関す

る施策を総合的に推進し、もって地域の活性化及び安全で持続可能な社会の形成を図り、国民生活

の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする（１条）。［27-1、28-1、29-

1、30-1、R4-1、R5-1］ 
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0
4
0
1 インプットと問題演習のインプットと問題演習の

ハイブリッドハイブリッドな講な講座座！！

短答式試験・論文式試験対策カリキュラム 短答式試験対策
カリキュラム

論文式試験対策　カリキュラム
添削あり 添削なし 添削あり 添削なし

講義時間 約299時間 約299時間 約143時間 約195時間 約195時間

価格 338,000円
（税込371,800円）

298,000円
（税込327,800円）

98,000円
（税込107,800円）

238,000円
（税込261,800円）

198,000円
（税込217,800円）

教育クレジットローン
（10回）を利用すると 月々約37,180円～ 月々約32,780円～ 月々約10,780円～ 月々約26,180円～ 月々約21,780円～

鑑定理論科
目

民法科
目

会計学科
目

経済学科
目

論証集
2025年4月～ 学んだ知識を「論証」という形で

コンパクトにまとめたテキストです。
※講義配信はございません。

アガルートアカデミー 不動産鑑定士試験 
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第１章 不動産の鑑定評価に関する基本的考察 

１１  不不動動産産ととそそのの価価格格  

 不動産のあり方と価格の関係 ＣＣ  R4 
 
 
 

不動産は、通常、土地とその定着物をいう。土地はその持つ有
用性の故にすべての国民の生活と活動とに欠くことのできない基
盤である。土地を我々人間が各般の目的のためにどのように利用
しているかという土地と人間との関係は、不動産のあり方、すな
わち、不動産がどのように構成され、どのように貢献しているか
ということに具体的に現れる。 

この不動産のあり方は、自然的、社会的、経済的及び行政的な
要因の相互作用によって決定されるとともに経済価値の本質を決
定づけている。一方、この不動産のあり方は、その不動産の経済
価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定さ
れている。 

 

 不動産の価格 ＢＢ  R1 
R4 

不動産の価格は、一般に、⑴その不動産に対してわれわれが認
める効用、⑵その不動産の相対的稀少性、⑶その不動産に対する
有効需要の三者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を、
貨幣額をもって表示したものである。 

そして、この不動産の経済価値は、基本的にはこれら三者を動
かす自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の相互作用によっ
て決定される。不動産の価格とこれらの要因との関係は、不動産
の価格が、これらの要因の影響の下にあると同時に選択指標とし
てこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものである。 

 
  

論証２ 

論証１ 

第１章 不動産の鑑定評価に関する基本的考察 
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２２  不不動動産産ととそそのの価価格格のの特特徴徴  

 自然的特性と人文的特性 ＣＣ  R4 

土地は他の一般の諸財と異なって次のような特性を持ってい
る。⑴自然的特性として、地理的位置の固定性、不動性、永続
性、不増性、個別性等を有し、固定的であって硬直的である。⑵
人文的特性として、用途の多様性、併合及び分割の可能性、社会
的及び経済的位置の可変性等を有し、可変的であって伸縮的であ
る。 

 

 不動産の地域性と地域の特性 ＣＣ   

 不動産は、その自然的条件及び人文的条件の全部又は一部を共
通にすることによって、他の不動産とともにある地域を構成し、
その地域の構成分子としてその地域との間に、依存、補完等の関
係に及びその地域内の他の構成分子である不動産との間に協働、
代替、競争等の関係にたち、これらの関係を通じてその社会的及
び経済的な有用性を発揮するものである。 

このような地域には、その規模、構成の内容、機能等に従って
各種のものが認められるが、そのいずれもが、不動産の集合とい
う意味において、個別の不動産の場合と同様に、特定の自然的条
件及び人文的条件との関係を前提とする利用のあり方の同一性を
基準として理解されるものであって、他の地域と区別されるべき
特性をそれぞれ有するとともに、他の地域との間に相互関係にた
ち、この相互関係を通じて、その社会的及び経済的位置を占める
ものである。 

 

 不動産の価格の特徴① ＡＡ  R4 

 不動産の経済価値は、一般に、交換の対価である価格として表
示されるとともに、その用益の対価である賃料として表示され
る。そして、この価格と賃料との間には、いわゆる元本と果実と
の間に認められる相関関係を認めることができる。よって両者に
は正の相関関係が認められ、賃料から価格を求め、又は、価格か
ら賃料を求めることが可能となる。 

 
  

論証３ 

論証４ 
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▼論証集より

不動産鑑定士試験合格には、典型論点を確実に押さえ、

法改正と試験委員の対策のために傾向分析を行うことが

重要です。アガルートでは、コンパクトな教材と論証集

の回転による時短学習で、大量の答練の復習を通じて知識

を積み上げていく歪な学習スタイルから脱却すること

ができます。徹底的な効率主義のカリキュラムで、最短

合格を目指しましょう！

講座ひとくちメモ

Pick up !

論文式問題演習講座
実践実践に強くなるに強くなる

2025年10月～配信

本試験で必ず正解したい本試験で必ず正解したい
論論文文式式のの問問題題演演習習ががででききるる！！

試験委員対策・ヤマ当て出題予想
2026年4月～

直前
対策

試験委員や社会情勢を分析して出題可能性の高い論
点をピックアップし、論文式問題全科目の出題予想
と問題演習を行う講座です。

Pick up !

全科目！全科目！

鑑定理論科
目

短答過去問解説講座
2025年4月～順次配信 直近10年分（平成28年～令和7年）の短答式

試験の過去問題を解説する講座です。重要問題
をピックアップして解説講義を行います。

行政法規科
目

短答式試験の過去問　令和7年科
目

過去問集過去問集
付き付き

　　　　　

　

不 動 産 鑑 定 士 試 験

2 0 2 6 短 答 過 去 問 集

行 政 法 規  上 巻

（ 平 成 2 8 年 ～ 令 和 2 年 ）
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1  行政法規  土地基本法 ⑶ 

 
イ 〇 

土地は、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源である
こと、国民の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用及び管理
が他の土地の利用及び管理と密接な関係を有するものであること、その価
値が主として人口及び産業の動向、土地の利用及び管理の動向、社会資本
の整備状況その他の社会的経済的条件により変動するものであること等、
公共の利害に関係する特性を有していることに鑑み、土地については、公
共の福祉を優先させるものとする（土地基本法２条）。 

ロ × 
土地基本法は、土地についての基本理念を定め、並びに土地所有者等、

国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務
を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めるこ
とにより、土地が有する効用の十分な発揮、現在及び将来における地域の
良好な環境の確保並びに災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害から
の復興に資する適正な土地の利用及び管理並びにこれらを促進するための
土地の取引の円滑化及び適正な地価の形成に関する施策を総合的に推進
し、もって地域の活性化及び安全で持続可能な社会の形成を図り、国民生
活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする（同法
１条）。なお、本問の記述は国土利用計画法の目的となっている。 

ハ × 
事業者は、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しな

ければならない（同法８条２項）。特段の支障が生じる場合の特例は存在し
ない。 

ニ 〇 
政府は、毎年、不動産市場、土地の利用及び管理その他の土地に関する

動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告に係る土地
に関する動向を考慮して講じようとする基本的な施策を明らかにした文書
を作成し、これを国会に提出しなければならない（同法 11 条参照）。 

ホ 〇 
土地は、適正かつ合理的な土地の利用及び管理を図るため策定された土

地の利用及び管理に関する計画に従って利用し、又は管理されるものとす
る（同法３条３項）。 

 
 以上より、ロとハが誤っており、正解は⑶である。 
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2  行政法規  平成28年 問題２ Ａ 
 

 
 

 
 

   
   

 

 不動産の鑑定評価に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはど
れか。 
 
⑴ 不動産鑑定士の登録を受けようとする者は、その住所地を管轄する都道

府県知事に対して、登録申請書を提出しなければならない。 
⑵ 国土交通大臣又は都道府県知事は、偽りその他不正の手段により不動産

鑑定業者の登録を受けたことが判明したときは、当該不動産鑑定業者に対
して、１年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命じるこ
とができる。 

⑶ 国土交通大臣は、不動産鑑定業者登録簿のほか、不動産鑑定業者の事務
所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面や事務所ごとの不動産鑑定士
の変動を記載した書面などの書類を、公衆の閲覧に供さなければならない。 

⑷ 不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額等を記載
した鑑定評価書を交付するとともに、依頼者に交付した鑑定評価書の写し
を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 

⑸ 国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営を確保す
るため必要があると認めるときは、その登録を受けた不動産鑑定業者に限
り、その職員にその業務に関係のある事務所その他の場所に立ち入り、そ
の業務に関係のある帳簿書類を検査させることができる。 

  

重要問題を重要問題を
ピックアップピックアップ！！


